
任意継続組合員任意継続組合員のの皆さま皆さまへへお知らせお知らせ

　検認の結果、収入の増加や就職など異動にかかる手続き漏れが判明し遡って扶養の取消となった
ケースが多く見受けられました。この場合、その期間中の医療費等を返還していただくことになりま
すので、被扶養者にかかる収入の管理をしていただくとともに異動が生じた場合には速やかに取消の
手続きをお願いします。扶養認定（取消）のポイントを簡単にまとめましたので参考にしてください。

扶養認定（取消）にかかる内容はホームページでもご確認いただけます。（被扶養者の認定・取消Q＆A）

扶養認定（取消）のポイント

別居している方への仕送りは毎
月送金していますか？
送金明細書を紛失していません
か？　確認しましょう！
送金せず手渡しをしている場合
は、扶養の事実が確認できない
ため取消になります。

66その

パート、アルバイト収入のある方
については、限度月額を超えてい
ないか小まめに確認をしましょう！
また、年の初めには源泉徴収票で
前年の収入の確認をしましょう！

33その
毎年4月には、家族の卒業、進学、
就職、退職等の状況を確認し手
続きに漏れがないようにしましょ
う！

22その
18歳以上60歳未満の方は、学生
（夜間学部・通信教育を除く）と
無職無収入の配偶者でなければ
原則被扶養者となることはできま
せん。

11その

確定申告をしている方は、年収
が130万円を超えていないか確
認しましょう！

44その
年金を受給されている方は、誕
生月と毎年4月には年金額の確認
をしましょう！

55その

　任意継続組合員の期間（２年間）が満了になる方につきましては、満了日の
翌日から「他の健康保険制度」に加入しなければなりません。
　その加入手続きの際に必要となる「資格喪失証明書」を期間満了日までにご
自宅へ郵送いたしますのでご確認の上、紛失しないよう大切に保管してくだ
さい。
　期間満了後は、保険証（任意継続組合員証、限度額適用認定証、任意継続組
合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証など）を速やかに返納し
てください。

※ 期間満了後に保険証を提示して医療機関等へ受診した場合は、不正受診となり、医
療費を返還いただくことになりますのでご注意願います。

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306
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